
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一方の面に、 基板形状に応じた矩形又は円形の
底面を持つ溝を備え、

板状のセラミッ
クス誘電体基材と、
　前記溝の底面に 形成された、膜状電極と、
　前記セラミックス誘電体基材の前記一方の面

接着剤層を
介して接合された、

支持基材と
を有
　

　

ことを特徴とする静電チャック。
【請求項２】
　板状のセラミックス誘電体基材を準備する工程と、
　前記セラミックス誘電体基材の一方の面に、基板形状に応じた矩形又は円形の底面を持
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深さが５μｍ以上３０μｍ以下であって
窒化アルミニウム、アルミナ、窒化珪素、炭化珪素、窒化硼素及び

サイアロンからなる群から選択されるセラミックス焼結体を主成分とする

前記溝の深さと略同一の厚みを持って
にポリイミド樹脂、シリコーン樹脂、及び

アクリル樹脂の群より選択される有機樹脂である絶縁性の有機接着剤からなる
メタル材もしくはセラミックスとメタル材とのコンポジット材である

、内部に冷却液管路を有する
し、

前記溝の外縁部と前記セラミックス誘電体基材の外縁部との距離Ｌが、０．５ｍｍ以上
３ｍｍ以下であり、

膜状電極が形成された領域における、前記セラミックス誘電体基材の前記一方の面と他
方の面との間の厚みが、０．２ｍｍ以上５ｍｍ以下である



つ の溝を 研削加工する工程と、
　前記溝の底面上に 膜状電極を
形成する工程と、
　前記セラミックス誘電体基材の前記一方の面を、接着剤層を介して支持基材に接着させ
る工程とを有することを特徴とする静電チャックの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体プロセス等で基板の固定に使用される静電チャックとその製造方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、半導体プロセス等で基板の固定に使用される静電チャックとしては、円盤状のセ
ラミックス基体中に膜状、或いは板状の電極を埋設した構造のものが知られているが、こ
のような電極埋設型の静電チャックは、一般にプロセスコストが高く、その製品は極めて
高価なものである。
【０００３】
　そこで、コスト低減の要請から、板状の誘電体基板上に膜状電極を形成したものを接着
剤で支持基板に貼り付けた簡易な積層型構造の静電チャックも検討されている（特許文献
１、２）。
【０００４】
　一方、半導体プロセスでは、基板上への薄膜形成やエッチングの歩留まりを上げるため
に基板面上への均一な成膜条件と均一なエッチング条件の確保が必要とされている。この
ため、プラズマＣＶＤやドライエッチング装置では、基板面上に均一なプラズマを発生さ
せることが望まれている。これに伴い、静電チャック用電極がプラズマ発生電極として併
用される場合は勿論、静電チャックの下方にプラズマ発生用電極を別途備える場合も、電
位差の条件が場所により不均一にならないように、静電チャック用電極面積をできるだけ
広げることが必要とされている。半導体デバイスのデザインルールの微細化に伴い、この
傾向はさらに強まっており、静電チャック用電極の外縁部は静電チャックの外縁部に近づ
いている。
【特許文献１】特開２０００－１８３１４３号公報、図１、図２等。
【特許文献２】特開２００２－３６８０６９号公報、図１、図２等。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　静電チャックは、ドライエッチングやＣＶＤ等のように、腐食性ガスを使用する環境で
、しかも低圧真空中で使用されることが多い。低真空中では、高電位差が生じるとアーキ
ングが発生しやすい。特に、静電チャックの動作には、高電圧の印加が必要なため、静電
チャックとその周囲に配置される部材との間に、高電界が生じると、アーク放電（アーキ
ング）が発生するおそれがある。
【０００６】
　セラミックス基材中に完全に静電チャック電極が埋設された従来タイプのものでは、電
極の周囲が完全に緻密なセラミックス材で覆われているため、外部と電極との絶縁性が良
好であり、静電チャックと外部の部材との間でアーキングが発生することはほとんどない
。　　
【０００７】
　しかしながら、安価な積層型構造の従来の静電チャックでは、静電チャックの側壁部が
接着剤のみで被覆された構造であるため、上述のようにプラズマの均一化の要請から静電
チャック用電極面積を広げると、膜状電極と静電チャック外部との絶縁性を十分に維持で
きず、電流のもれが生じる結果、静電チャックとその周囲に載置される部材との間でアー
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深さが５μｍ以上３０μｍ以下 ブラスト加工で
前記溝の深さと略同一の厚みの スクリーン印刷法を用いて



キングが発生しやすいという課題がある。
【０００８】
　本発明の目的は、上述する従来の課題に鑑み、製造コストが安価で、しかもアーキング
の発生が抑制できる静電チャック及びその製造方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の は、一方の面に、
基板形状に応じた矩形又は円形の底面を持つ溝を備え、

板状のセラミックス誘電体基材と、溝の底面に
形成された、膜状電極と、セラミックス誘電体基材の一方の面

接着剤層を介して接合された、
支持基材とを有

ことである。
【００１２】
　上記本発明の静電チャックの特徴によれば、セラミックス誘電体基材に形成された溝の
底面に膜状電極が形成されているので、膜状電極の周囲にできたセラミックス誘電体基材
の側壁の存在により、膜状電極と外部との絶縁性が改善される。したがって、外部と静電
チャックとの間での、アーキングの発生が抑制できる。また、上記溝は、

の浅い溝であるため、ブラスト加工等で容易に形成できるため、プロセスの負担
も少なく、コストを安価に抑えられる。
【００１３】
　上記セラミックス誘電体基材は、窒化アルミニウム、アルミナ、窒化珪素、炭化珪素、
窒化硼素及びサイアロンからなる群から選択されるセラミックス焼結体を主成分とするこ
とが好ましい。これらのセラミックス焼結体は、ハロゲンガス等の腐食性ガスに対し高い
耐腐食性を有している。
【００１４】
　また、膜状電極は、上記溝の深さ 厚みを持つことが望ましい。膜状電極と静電
チャック外部間の電気的絶縁性をより確実に確保し、アーキングの発生を抑制できる。
　なお、溝の外縁部とセラミックス誘電体基材の外縁部との距離Ｌは、０．５ｍｍ以上３
ｍｍ以下であることが好ましい。膜状電極の十分な広さを確保するとともに、外部と膜状
電極との絶縁性を十分に維持できる。
【００１５】
　また、膜状電極が形成された領域における、セラミックス誘電体基材の一方の面と他方
の面との間の厚みが、０．２ｍｍ以上５ｍｍ以下であることが好ましい。良好な基板吸着
力を発揮できる。
【００１６】
　さらに、支持基材は、メタル材もしくはセラミックスとメタル材とのコンポジット材で
あってもよい。これらの支持基材は冷却部材として使用でき、熱伝導性が高いため、効率
良く基板を冷却することができる。さらに、支持基材の内部に冷却液管路を有してもよい
。
【００１７】
　また、上記接着剤層は、絶縁性の有機接着剤で形成されることが好ましい。例えば、ポ
リイミド樹脂、シリコーン樹脂、及びアクリル樹脂からなる群より選択される有機樹脂で
あってもよい。有機接着剤で接着することにより、セラミックス誘電体基材と支持基材と
の間に熱膨張係数差が存在しても、接合面での剥離や亀裂の発生を防止できる。
【００１８】
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静電チャックの特徴 深さが５μｍ以上３０μｍ以下であって
窒化アルミニウム、アルミナ、窒

化珪素、炭化珪素、窒化硼素及びサイアロンからなる群から選択されるセラミックス焼結
体を主成分とする 溝の深さと略同一の厚み
を持って にポリイミド樹脂
、シリコーン樹脂、及びアクリル樹脂の群より選択される有機樹脂である絶縁性の有機接
着剤からなる メタル材もしくはセラミックスとメタル材と
のコンポジット材である、内部に冷却液管路を有する し、溝の外縁部とセ
ラミックス誘電体基材の外縁部との距離Ｌが、０．５ｍｍ以上３ｍｍ以下であり、膜状電
極が形成された領域における、セラミックス誘電体基材の一方の面と他方の面との間の厚
みが、０．２ｍｍ以上５ｍｍ以下である

５μｍ以上３０
μｍ以下

略同一の



　本発明の静電チャックの製造方法の特徴は、板状のセラミックス誘電体基材を準備する
工程と、セラミックス誘電体基材の一方の面に、基板形状に応じた矩形又は円形の底面を
持つ の溝を 研削加工する工程と、溝の底面
上に 膜状電極を 形成する工程と、セ
ラミックス誘電体基材の一方の面を、接着剤層を介して支持基材に接着させる工程とを有
することである。
【００１９】
　上記製造方法の特徴によれば、セラミックス誘電体基材に形成された溝の底面に膜状電
極を形成するため、膜状電極の外周囲にできたセラミックス誘電体基材の壁の存在により
、膜状電極と外部との絶縁性が良好に維持され、外部と静電チャックとの間でのアーキン
グの発生が少ない静電チャックを形成できる。また、上記溝は、板状のセラミックス基材
に研削加工することにより形成するため、プロセス上の負担が少なく、プロセスコストを
低減できる。
【００２０】
　なお、上記研削加工としては、ブラスト加工を使用するのが好ましい。ブラスト加工は
、浅い深さであれば広い底面を有する溝を短時間で加工できる。
　また、膜状電極は、スクリーン印刷法を用いて形成することが好ましい。簡易な工程で
パターン電極を形成できる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明の静電チャックによれば、外部と静電チャックとの間でのアーキングの発生を抑
制できるとともに、構成が簡易であり、プロセスコストを安価に抑えることができる。
　本発明の静電チャックの製造方法によれば、成型加工を行わずに研削加工により溝を形
成できるため、工程の負担が少なく、安価なプロセスコストで、アーキングの発生の少な
い静電チャックを製造できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、図面を参照しながら、本発明の実施の形態に係る静電チャック、及びその製造方
法について説明する。
　図１は、本発明の実施の形態に係る静電チャックの構造を示す概略的な断面図である。
本発明の実施の形態に係る静電チャックは、円盤状のセラミックス誘電体基材１０の基板
載置面とは反対の面上に基板形状に応じた底面形状を有する溝１５を有し、この溝１５の
底部に膜状電極２０が形成されたものである。膜状電極２０が形成されたセラミックス誘
電体基材１０の一方の面は接着剤層３０によって、支持基材である冷却部材４０に接着固
定されている。
【００２３】
　図２は、溝１５が形成された面を上にして置かれたセラミックス誘電体基材１０の斜視
図である。
　本実施の形態に係る静電チャックでは、セラミックス誘電体基材１０に形成された溝の
底部に膜状電極２０を形成しているため、膜状電極２０の外周囲を溝の側壁であるセラミ
ックス誘電体基材１０の壁で取り囲む構造となる。この構造により、溝１５の底面に形成
された膜状電極２０と静電チャック外部との間の絶縁性を、溝を形成しない従来の積層型
静電チャック構造に比べ大幅に改善できる。
【００２４】
　セラミックス誘電体基材１０に形成される溝１５の深さは

である。本実施の形態に係る静電チャッ
クのセラミックス誘電体基材１０の構造は、板状部材にブラスト加工等を施すだけで容易
に得られるので、プロセス上の負担が少ない。
【００２５】
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深さが５μｍ以上３０μｍ以下 ブラスト加工で
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、溝１５の深さと膜状電極２
０の厚さとを略同一としてセラミックス誘電体基材１０と冷却部材４０との接合面の密着
性を上げるために、厚さ５μｍ以上３０μｍ以下



　溝１５の底部に形成される膜状電極２０の大きさに限定はないが、溝底部の全面にほぼ
敷き詰めるように形成されることが好ましい。なお、必要に応じてパターニングをするこ
とも可能であり、例えば双極型電極を採用する場合は、電極を正極、負極の２領域に分割
するパターンを形成する。
【００２６】
　一般に、静電チャックの吸着面は、プラズマ衝撃による静電チャック成分の飛散に起因
する基板へのコンタミネーション等を避けるため、静電チャックが露出しないよう、吸着
面の径を基板の径より小さく設定している。すなわち、基板は外縁部が静電チャックより
外側にオーバハングする形態で載置されることが多い。しかし、静電チャックによる基板
吸着力を基板全面で均一にするためには、膜状電極２０の面積を基板面積に近づけるため
、より広くすることが望ましい。また、プラズマＣＶＤやドライエッチング装置等のよう
にチャンバ内でプラズマを発生させる環境下で使用する場合においては、静電チャック下
方に置かれる冷却部材４０が、プラズマ発生電極の一方の電極として使用されることが多
いが、この場合、プラズマ状態の場所によるばらつきをなくし、基板上に均一にプラズマ
を発生させるためには、電位条件を均一にするため、膜状電極２０の面積をできるだけ広
げることが望ましい。このため、静電チャックの外縁部と溝１５の外縁部の距離Ｌは狭く
することが望まれる。例えば、この距離Ｌを３ｍｍ以下、より好ましくは２ｍｍ以下とす
る。３ｍｍ以下とすることで、均一なプラズマと吸着力をほぼ保持できる。また、距離Ｌ
を０．５ｍｍ以上、より好ましくは１．０ｍｍ以上とすることで、膜状電極と外部との絶
縁性を十分確保することができる。
【００２７】
　また、溝１５の深さは、上記アーキングの発生防止の観点から、少なくとも溝１５内に
形成される膜状電極２０の厚み以上の深さを有することが好ましい。膜状電極２０の厚み
は、形成方法や材質によっても異なるが、例えば導電性ペーストを用いた印刷方法で作製
する場合には５μｍ～３０μｍであり、蒸着やスパッタ等で形成する場合は１μｍ～３μ
ｍ程度形成する。したがって、膜状電極２０が印刷法で形成される場合は、溝深さは少な
くとも５μｍ以上の深さを備えることが好ましい。
【００２８】
　 セラミックス誘電体基材１０と冷却部材４０との接合面の密着性を上げるために
は、できるだけそれぞれの接合面の高さを均一に揃えることが望ましく、この観点からは
、溝１５の深さと膜状電極の厚みを略同一とし、溝１５を膜状電極で埋める形態を採用す
ることが望ましい。

例えば１０μｍの膜状電極を形成する場合は
、溝の深さも１０μｍに設定することが好ましい。
【００２９】
　静電チャックや膜状電極２０の大きさや形状は、吸着面上に載置する基板の大きさや形
状に応じて変更する。例えば使用する基板が、シリコンウエハの場合は、静電チャックの
吸着面形状を円形とし、ウエハを吸着面上に載置させた際に、静電チャック吸着面が露出
しないよう吸着面の面積をややウエハ面積より小さく設定する。また、膜状電極およびこ
の膜状電極が形成される溝の底面の形状は、ウエハ形状に合わせて円形とする。基板とし
て矩形の基板を使用する場合には、静電チャックの吸着面の形状、膜状電極２０及び溝１
５底面の形状は基板形状に合わせて矩形とする。
【００３０】
　なお、図示していないが、静電チャックには、必要に応じて電極端子取り出しのための
孔や、基板の取り外しの際、基板を押し上げるためのリフトピンのための孔を形成しても
よい。
【００３１】
　以下、具体的に本実施の形態に係る静電チャックの各構成材料について説明する。
　まず、セラミックス誘電体基材１０としては、種々のセラミックス材が使用できるが、
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また、

したがって、上記アーキングの発生防止と接合面の密着性向上の両方
の観点からに、膜状電極の厚みが５μｍ～３０μｍの場合には、溝１５の深さは膜状電極
の厚みと略同一の５μｍ～３０μｍとする。



例えばアルミナ（Ａｌ 2Ｏ 3）等の酸化物セラミックス、窒化アルミニウム（ＡｌＮ）や窒
化珪素（Ｓｉ 3Ｎ 4）、窒化硼素（ＢＮ）、サイアロン等の窒化セラミックス、炭化珪素（
ＳｉＣ）等の炭化セラミックスの緻密質な焼結体を例示できる。なお、これらの材料の中
でもＡｌＮは、耐食性が良好であり、熱伝導性が高いため好適に使用できる。
【００３２】
　静電チャックの吸着機構は、電極と基板間とのクーロン力を利用したタイプでも、セラ
ミックス誘電体基材表面と基板との間隙部の吸着力を利用したジョンソン・ラーベック力
を利用したものでも良い。クーロン力を利用する場合には、セラミックス誘電体基材１０
の比抵抗を１０ 1 5Ω・ｃｍ以上とし、膜状電極が形成された領域における、セラミックス
誘電体基材の一方の面と他方の面との間の厚み、即ち溝１５底部におけるセラミックス誘
電体基材１０の厚みＤを０．５ｍｍ以下とすることが好ましい。一方、ジョンソン・ラー
ベック力を利用する場合には、比抵抗が１０ 7Ω・ｃｍ～１０ 1 2Ω・ｃｍで、溝１５底部
でのセラミックス誘電体基材１０の厚みＤを０．３ｍｍ～５ｍｍであることが望ましい。
したがって、セラミックス誘電体基材１０の膜状電極が形成された領域における、セラミ
ックス誘電体基材の一方の面と他方の面との間の厚みは０．２ｍｍ～５ｍｍとすることが
好ましい。
【００３３】
　膜状電極２０は、金属材料であれば全般使用可能であるが、好ましくはアルミニウム（
Al）や銅（ Cu）、高温で使用できるタングステン（ W）、モリブデン（ Mo）、タングステ
ンカーバイド（ WC）、カーボン、炭化珪素（ SiC）等の無機材料が良い。
【００３４】
　冷却部材４０は、金属材料でも、金属とセラミックスとのコンポジット材で形成された
ものでもよい。また、冷却部材４０には、必要に応じて冷却機能を高めるために冷却液管
路５０を設けても良い。使用時には、この冷却液管路５０に水、シリコンオイル等の冷媒
を循環させて使用できる。コンポジット材は、多孔質セラミックス体中に金属が充填され
たコンポジット材であり、熱膨張係数をセラミックス基体に近づけることができるため、
セラミックス誘電体基材１０との接合後にそりや接合部での剥がれが生じにくい。さらに
、金属が充填されているため、セラミックス単体より高い熱伝導度を示し、効率的にセラ
ミックス誘電体基材１０の冷却ができる。
【００３５】
　コンポジット材を構成するセラミックス材としては、特に限定はなく、セラミックス誘
電体基材１０と同質または異質の多孔質セラミックス材料を使用できる。例えば、アルミ
ナ、窒化アルミニウム、炭化珪素、窒化珪素、サイアロン等を用いることができる。一方
、多孔質セラミックス材料に充填する金属としては、耐腐食性が高く、充填性の良いもの
が好ましく、例えばＡｌもしくはＡｌとＳｉとの合金を好ましく使用できる。
【００３６】
　例えば、セラミックス誘電体基材１０であるＡｌＮ材料の熱膨張係数が約４．５ ppm／
Ｋであるのに対し、Ａｌの熱膨張係数は２６ ppm／Ｋであるが、ＡｌＮとＡｌとのコンポ
ジット材の熱膨張係数は約７～１０ ppm／Ｋであり、炭化珪素とＡｌとのコンポジット材
の熱膨張係数は４～７ ppm／Ｋである。よって、セラミックス誘電体基材１０としてＡｌ
Ｎを使用し、コンポジット材として、炭化珪素とＡｌとのコンポジット材を用いる場合は
、両者の熱膨張差をかなり小さくできる。
【００３７】
　なお、支持基材として冷却部材４０の代わりに、ヒータを埋設したセラミックス基材、
メタル基材等を使用してもよい。
　接着剤層３０は、膜状電極２０と冷却部材４０との電気的絶縁性を確保するため、絶縁
性の高い接着剤を使用することが望まれる。有機のみならず無機ガラスの接着剤を使用す
ることも可能であるが、冷却部材４０とセラミックス誘電体基材１０との熱膨張差を低減
するため、ヤング率の低い有機接着剤を使用することが好ましい。また、冷却部材４０に
よる冷却機能を高めるため、熱伝導率の高い材料が好ましく、この観点からは、接着剤と
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してポリイミド樹脂、シリコーン樹脂、アクリル樹脂を使用することが望ましい。また、
同様の観点から、接着剤層３０の厚みは、０．３ｍｍ以下であることが好ましい。
【００３８】
　なお、製造工程のハンドリングをより容易にするため、接着剤層３０として、シート状
の有機接着剤樹脂、もしくはシート状の有機樹脂の両面に有機接着剤が塗布された接着シ
ートを利用してもよい。
【００３９】
　次に、図３（ａ）～図３（ｄ）を参照して、本実施の形態に係る静電チャックの製造方
法について説明する。概略的には、まず、図３（ａ）に示すように、板状のセラミックス
誘電体基材１０を準備し、次に図３（ｂ）に示すように、このセラミックス誘電体基材１
０の一方の面に研削加工を行い、溝１５を形成する。なお、研削加工としては、特にブラ
スト加工を行うのが好ましい。続いて、図３（ｃ）に示すように、溝１５の底部に膜状電
極２０を形成し、最後に図３（ｄ）に示すように、膜状電極２０が形成された面を接着面
として、セラミックス誘電体基材１０と冷却部材とを接着剤層３０を介して接着する。本
実施の形態に係る製造方法によれば、溝１５の形成により、膜状電極と外部との絶縁性を
高め、静電チャック外部とのアーキングの発生を抑制できるとともに、溝１５の形成を成
型加工によらず短時間で処理できる研削加工を用いて行うため、加工工程の手間が少なく
、プロセスコストを安価に維持できる。以下、より具体的に各工程について説明する。
【００４０】
　まず、図３（ａ）に示すセラミックス誘電体基材１０の準備工程では、Ａｌ 2Ｏ 3、Ａｌ
Ｎ、Ｓｉ 3Ｎ 4、サイアロン、及びＳｉＣ等の緻密質な焼結体セラミックスからなる板状体
を準備する。市販のものを入手できる場合はそれを利用してもよいが、製造する場合は、
例えば以下の手順により作製する。
【００４１】
　すなわち、窒化アルミニウム等のセラミックス原料紛とイットリア（Ｙ 2Ｏ 3）、シリカ
（ＳｉＯ 2）又はアルミナ（Ａｌ 2Ｏ 3）等の焼結助剤原料紛を所定の配合比で調合し、ポ
ットミルあるいはボールミル等を用いて混合する。混合は湿式、乾式いずれでもよく、湿
式を用いた場合は、混合後乾燥を行い、原料混合紛を得る。この後、原料混合紛をそのま
ま、若しくはバインダを加えて造粒したものを用いて成形を行い、円盤状の成形体を得る
。成形方法は限定されず、種々の方法を用いることができる。例えば、金型成形法、ＣＩ
Ｐ（ Cold Isostatic Pressing）法、スリップキャスト法等の方法を用いることができる
。さらに、得られた成型体を、ホットプレス法もしくは常圧焼結法等を用いて、窒化アル
ミニウムの場合は約１７００℃～約１９００℃、アルミナの場合は約１６００℃、サイア
ロンの場合は約１７００℃～約１８００℃、炭化珪素の場合は約２０００℃～約２２００
℃で焼成して、円盤状の焼結体を作製する。
【００４２】
　図３（ｂ）に示す溝加工工程では、研削加工の種類は特に限定しないが、好ましくはブ
ラスト加工を行う。ブラスト加工は、微小な研磨粒子を物体表面に吹き付けることで、物
体表面を研磨する加工である。大面積の溝を一度に加工できるため、最も短時間でかつ簡
易な工程で溝加工を行うことができる。
【００４３】
　ブラスト加工は、予め、セラミックス誘電体基材１０表面にマスキングテープを張り、
溝の外周囲部を覆った後に行う。乾式、湿式いずれの方法でも良い。ブラスト材（研磨剤
）としては、セラミックス誘電体基材を研削十分な硬度を持つ炭化珪素、アルミナ等のセ
ラミックスを使用することが好ましい。メタル材の使用は、コンタミ源としてセラミック
ス誘電体基材中に残る可能性があるので好ましくない。ブラスト材の粒径は、加工の精度
を上げるため、１８０メッシュ以上のより微細な粒子を使用することが好ましい。加工時
間を長くするほど深い溝を形成することが可能であり、２００μｍ程度の深さの溝もブラ
スト加工することは可能であるが、数時間以内の加工に止めるためには、溝の深さを５０
μｍ以下、より短時間で行うためには、溝の深さを２０μｍ以下にすることが好ましい。
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なお、膜状電極２０と外部との良好な絶縁性
を確保するためには、膜状電極２０の厚みと 深い溝

とすることが好ましい。
【００４４】
　図３（ｃ）に示す膜状電極２０の形成は、スクリーン印刷法、物理的蒸着法、化学的蒸
着法、メッキ法いずれの方法を使用しても良い。蒸着法やメッキ法を使用する場合には、
セラミックス誘電体基材の溝が形成されている一方の面上にＷやＣｕ等を１～２μｍの厚
みで形成した後、溝底面以外の部分の蒸着膜をエッチングすることによりパターニングを
行う。スクリーン印刷法を使用する場合は、直接膜状電極のパターニングが可能であるの
で、蒸着を利用する場合よりさらに簡易な工程にできる。例えば、Ｗ、ＷＣ等の導電粒子
を含む導電剤ペーストを５μｍ～３０μｍ程度の厚みになるように形成する。乾燥後、約
１００℃～１５０℃の条件で、約３０分～１時間乾燥する。
【００４５】
　図３（ｄ）に示す、セラミックス誘電体基材１０と冷却部材４０との接着工程では、膜
状電極２０が形成されたセラミックス誘電体基材１０の一方の面と、冷却部材の接着面の
少なくともいずれかの面に、有機接着剤を塗布した後両者を貼りあわせ、加熱硬化させる
。なお、より好ましくは、シート状の有機樹脂接着剤もしくはシート状の有機樹脂の両面
に有機接着剤がコーティングされたものを利用する。このようにシート形状の有機樹脂を
利用する場合は、シートを接着面の間に挿入し、加圧条件下で接着剤成分が硬化する温度
に加熱することで、接着できるため、場所による厚みを均一にできるとともにハンドリン
グが容易であり、樹脂の塗布工程が必要ないため、工程の簡略化を図ることができる。
【００４６】
　なお、冷却部材４０は、市販のセラミックスとメタルのコンポジット材を加工して作製
することもできるが、コンポジット材そのものを作製する場合は、まず多孔質セラミック
ス体を作製する。セラミックス粉末を成形した後、通常よりやや低い焼成温度で焼成する
ことにより例えば気孔率１０％～７０％の多孔質セラミックスを作製する。この多孔質セ
ラミックスに、溶融Ａｌを流し込み、セラミックス中の気孔に溶融Ａｌを含浸させること
で、コンポジット材を形成できる。
【００４７】
　なお、冷却部材４０として金属を使用する場合は、ハロゲン系腐食性ガスに対する耐食
性を持たせるために、表面を酸化処理、窒化処理若しくは酸窒化処理を行うことが好まし
い。
【実施例】
【００４８】
　以下、本発明の実施例及び比較例について説明する。
　（実施例）
　まず、ＡｌＮからなるセラミックス誘電体基材１０を以下の手順で作製した。すなわち
、還元窒化法によって得られたＡｌＮ粉末に５％Ｙ 2Ｏ 3を加えたセラミックス混合粉にア
クリル系樹脂バインダを添加し、噴霧造粒法により造粒顆粒を作製した。この造粒顆粒を
金型に充填してプレスし、円盤状の成形体を作製した後、ホットプレス焼成炉で成形体の
焼成を行った。焼成条件は、窒素ゲージ圧を０．５ kg/cm2とする雰囲気下で、１８６０℃
を６時間保持する条件で焼成を行った。得られたＡｌＮ焼結体のサイズは、外径約２９０
ｍｍ、厚さ約１ｍｍであった。
【００４９】
　次に、ＡｌＮ焼結体の一方の面の外縁部に２ｍｍ幅でマスキングテープを貼り、ブラス
ト材として炭化珪素粒を用いて、ブラスト加工を行い、深さ１０μｍの、底面が円形の溝
１５を形成した。この溝の底面全域に、スクリーン印刷法を用いて厚み約１０μｍの膜状
電極を形成した。導電ペーストとしてはＷＣペーストを使用した。印刷後、約１２０℃の
温度で１時間加熱した。
【００５０】
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及びセラミックス誘電体基材１０と冷却部材
４０との接合面の良好な密着性 同等の



　一方、市販の金属アルミニウムとセラミックスのコンポジット材からなる冷却部材を準
備し、膜状電極が形成されたセラミックス誘電体基材の面と冷却基材とを接着させた。接
着剤層３０としては厚み０．１３ｍｍのポリイミドシートの両面にシリコーン系樹脂がコ
ーティングされた接着シートを用いた。接合に際しては、接合面間に接着シートを挟み、
１２０℃の温度条件で約１２時間上下より加圧し接着させた。
【００５１】
　図４に示すように、得られた静電チャックのセラミックス誘電体基材１０と冷却部材４
０との間の接着剤層３０の外周囲に、幅約５ｍｍのカーボンテープ７０を巻き、プラズマ
環境下を模擬した環境下におけるアーキング発生の有無を確認した。実験用の真空チャン
バ内に作製した静電チャックを置き、チャンバ内を Heガスでパージし、圧力を高真空条件
である１．３３×１０ - 2 Pa（１×１０ - 4 Torr）に調整した。カーボンテープ７０をアース
に落とした上で、膜状電極２０とカーボンテープ７０との間に２ｋ V、３ｋ V、及び４ｋ V
の電位差をかけ、各電位差の条件において、膜状電極２０とカーボンテープ７０との間に
アーキングが生じるか否かを確認した。
【００５２】
　さらに、チャンバ内の圧力を低真空条件である１３．３～２６．６ Pa（０．１～０．２
Torr）に調整し、カーボンテープをアースに落とした上で、膜状電極２０とカーボンテー
プ７０との間に２ｋ V、３ｋ V、及び４ｋ Vの電位差をかけ、各電位差の条件において、図
４に示すような膜状電極とカーボンテープ間にアーキングが生じるか否かを確認した。チ
ャンバ内の圧力が高真空の場合も低真空の場合もアーキングの発生は生じなかった。結果
を表１に示す。
【００５３】
　（比較例）
　実施例と同様な製造条件で、外径約２９０ｍｍ、厚さ約１ｍｍの円盤状のセラミックス
誘電体基材を作製した。溝は形成せずに、実施例と同じ形状と面積をもつ厚み約１０μｍ
の膜状電極を実施例と同様にスクリーン印刷法を用いてセラミックス誘電体基材面上に形
成した。この後、実施例と同様の条件で、ポリイミド接着シートを用いて実施例と同じ条
件で作製した冷却部材とセラミックス誘電体基材とを接着した。
【００５４】
　実施例と同様に、セラミックス誘電体基材と冷却部材との接合面である接着剤層の外周
囲に、幅約５ｍｍのカーボンテープを巻き、実験用の真空チャンバ内にセットした。チャ
ンバ内を Heガスでパージし、圧力を高真空条件である１．３３×１０ - 2 Pa（１×１０ - 4 To
rr）に調整し、カーボンテープをアースに落とした上で、膜状電極とカーボンテープとの
間に２ｋ V、３ｋ V、及び４ｋ Vの電位差をかけ、各電位差の条件において、膜状電極とカ
ーボンテープ間にアーキングが生じるか否かを確認した。また、チャンバ内圧力を低真空
条件である１３．３～２６．６ Pa（０．１～０．２ Torr）に調整した上で、同様なアーキ
ング発生実験を行った。結果を表１に示す。
【００５５】
　比較例の静電チャックでは、チャンバ内を低圧真空条件にした場合において、３ｋ V以
上の電圧をカーボンテープと膜状電極間にかけるとアーキングが発生した。
【００５６】
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【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００５７】
　実施例と比較例の結果より、セラミックス誘電体基材に溝を形成し、この溝底部に膜状
電極を形成した場合は、膜状電極と静電チャック側壁部に貼ったカーボンテープ間でのア
ーキングの発生を効果的に抑制できることがわかった。なお、通常の使用状態では、静電
チャックの外周囲に配設されるリング状部材との間でのアーキングの発生が問題になるが
、上述する実験例のように、膜状電極とカーボンテープとの間で十分な絶縁性を確保でき
ず、アーキングを生じる場合には、静電チャックの側壁部とリング状部材との間でもアー
キングが連鎖的に生じる可能性が高い。
（他の実施の形態）
　上述する本実施の形態及び実施例では、セラミックス誘電体基材の一方の面にブラスト
加工等の研削加工により溝を形成し、この溝の底部に膜状電極を形成した静電チャックの
例を説明したが、この構造はセラミックス誘電体基材の一方の面に形成された膜状電極の
外周囲にリング状の無機部材を配置した構造と捉えることもできる。リング状の無機部材
は、上述するようにセラミックス誘電体基材と一体に形成された構造とすることもできる
が、誘電体基材とは別体のリング状の無機部材を使用することも可能である。リング状の
無機部材を別体で形成する場合は、誘電体基材と同一もしくは別のセラミックスや金属も
しくは金属とセラミックスのコンポジット等の無機材料を使用できる。この場合も、膜状
電極の周囲に配置されたリング状の無機部材の存在により膜状電極と静電チャック外部と
の絶縁性が改善されるので、アーキングの発生を防止できる。また、別体のリング状の無
機部材を組み合わせる場合も、セラミックス誘電体層中に電極を埋設する従来の静電チャ
ックに比較し、構成は簡易であり、支持部材との接合も有機接着剤で行うため、プロセス
上の負担は少なく、コストを低価格に抑えることができる。なお、リング状の無機部材は
、必ずしも接着を必要としないが、必要に応じて、支持部材にセラミックス誘電体基材と
ともに有機接着剤を用いて接着固定してもよい。
【００５８】
　以上、実施の形態および実施例に沿って本発明の帯電除去方法および静電チャックにつ
いて説明したが、本発明は、これらの実施の形態および実施例の記載に限定されるもので
ないことは明らかである。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】本発明の実施の形態に係る静電チャックの構造を示す概略的な装置断面図である
。
【図２】本発明の実施の形態に係るセラミックス誘電体基材の斜視図である。
【図３】本発明の実施の形態に係る静電チャックの製造方法を示す工程図である。
【図４】本発明の実施例に係る真空チャックの構造を示す装置断面図である。
【符号の説明】
【００６０】
１０　セラミックス誘電体基材
１５　溝
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２０　膜状電極
３０　接着剤層
４０　冷却部材
５０　冷却液管路
７０　カーボンテープ

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】
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